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都市計画運用指針（新旧対照表） 

 

改  正（令和 4 年 4 月 1 日） 現   行 

Ⅲ．都市計画制度の運用に当たっての基本的考え方 

 

Ⅲ－２ 運用にあたっての基本的考え方 

 

１．（略） 

 

２．市町村の主体性と広域的な調整 

都市計画の決定に当たっては、市町村が中心的な主体となるべき

であり、市町村の区域を超える特に広域的・根幹的な都市計画につ

いてのみ、都道府県が決定することとしている。したがって、都道

府県が都市計画を決定するときは、市町村との十分な連携・調整を

図るべきであり、関係市町村からの意見聴取に当たっては、その意

見を十分に尊重するとともに、特に市町村からの案の申出がある場

合には、当該案の熟度や地域の実情等を十分に踏まえ適切に都市計

画を決定することが望ましい。また、例えば、都道府県の都市計画

の決定時期や決定の考え方等について事前に市町村に情報共有して

おくこと等により、予め都道府県と市町村との間で相互に十分な意

思疎通を図るよう、取り組むことが望ましい。 

（略） 

 

Ⅲ．都市計画制度の運用に当たっての基本的考え方 

 

Ⅲ－２ 運用にあたっての基本的考え方 

 

１．（略） 

 

２．市町村の主体性と広域的な調整 

都市計画の決定に当たっては、市町村が中心的な主体となるべき

であり、市町村の区域を超える特に広域的・根幹的な都市計画につ

いてのみ、都道府県が決定することとしている。したがって、都道

府県が都市計画を決定するときは、市町村との十分な連携・調整を

図るべきであり、特に市町村からの案の申出がある場合には、当該

案の熟度や地域の実情等を十分に踏まえ適切に都市計画を決定する

ことが望ましい。 

 

 

 

 

(略） 
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３．～６．（略） 

 

 

Ⅳ．都市計画制度の運用の在り方  

 

Ⅳ－１ 都市計画区域及びマスタープラン  

 

Ⅳ－１－３ 立地適正化計画 

 

１．～２． （略） 

 

３．記載内容 

 （略） 

 

（１）・（２） （略） 

 

（３）居住誘導区域 

  

① （略） 

 

② 居住誘導区域の設定 

１）～３） （略） 

     

３．～６．（略） 

 

 

Ⅳ．都市計画制度の運用の在り方  

 

Ⅳ－１ 都市計画区域及びマスタープラン  

 

Ⅳ－１－３ 立地適正化計画 

 

１．～２． （略） 

 

３．記載内容 

 （略） 

 

（１）・（２） （略） 

 

（３）居住誘導区域 

  

① （略） 

 

② 居住誘導区域の設定 

１）～３） （略） 
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４） 次に掲げる区域については、それぞれの区域の災害リス

ク、警戒避難体制の整備状況、災害を防止し、又は軽減す

るための施設の整備状況や整備見込み等を総合的に勘案

し、居住を誘導することが適当ではないと判断される場合

は、原則として、居住誘導区域に含まないこととすべきで

ある。 

ア～ウ （略） 

エ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に

関する法律第４条第１項に規定する基礎調査、津波防災地

域づくりに関する法律第８条第１項に規定する津波浸水想

定における浸水の区域、特定都市河川浸水被害対策法第４

条第２項第４号に規定する都市浸水想定における都市浸水

が想定される区域及びその他の調査結果等により判明した

災害の発生のおそれのある区域 

上記の判断に当たっては、人口・住宅の分布、避難路・避

難場所や病院等の生活支援施設の配置などの現状及び将来の

見通しと、想定される災害のハザード情報を重ね合わせるな

どの災害リスク分析を適切に行うことが必要である。 

浸水想定区域については、浸水深が大きく浸水継続時間が

長期に及ぶ地区、氾濫により家屋倒壊等のおそれがある地区、

居室の浸水被害が高頻度で発生し得る地区など特にリスクが

大きな地区が存在しうることに留意すべきである。 

上記ア～エの区域を居住誘導区域に含める場合には、防災

４） 次に掲げる区域については、それぞれの区域の災害リス

ク、警戒避難体制の整備状況、災害を防止し、又は軽減す

るための施設の整備状況や整備見込み等を総合的に勘案

し、居住を誘導することが適当ではないと判断される場合

は、原則として、居住誘導区域に含まないこととすべきで

ある。 

ア～ウ （略） 

エ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に

関する法律第４条第１項に規定する基礎調査、津波防災地

域づくりに関する法律第８条第１項に規定する津波浸水想

定における浸水の区域、特定都市河川浸水被害対策法第４

条第４項に規定する都市浸水想定における都市浸水が想定

される区域及びその他の調査結果等により判明した災害の

発生のおそれのある区域 

上記の判断に当たっては、人口・住宅の分布、避難路・避

難場所や病院等の生活支援施設の配置などの現状及び将来の

見通しと、想定される災害のハザード情報を重ね合わせるな

どの災害リスク分析を適切に行うことが必要である。 

浸水想定区域については、浸水深が深く浸水継続時間が長

期に及ぶ地区や、氾濫により家屋倒壊等のおそれがある地区

など特にリスクが大きな地区が存在しうることに留意すべき

である。 

上記ア～エの区域を居住誘導区域に含める場合には、防災
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指針において当該地区の災害リスクを踏まえた防災・減災対

策を明らかにすることが必要である。 

なお、立地適正化計画に防災指針を定めれば、３）、４）そ

れぞれに掲げる区域を居住誘導区域に含めることが可能にな

るという趣旨ではないことに留意する必要がある。 

また、災害リスクが特に大きいことを勘案して居住誘導区

域に含めないこととした地区がある場合には、関係部局と連

携の上、居住調整地域を定めること等により、当該地区にお

ける住宅等の新たな立地を特に抑制するための措置を講じる

ことを検討するとともに、併せて、居住誘導区域内の災害リ

スクの低いエリアへの居住の誘導や移転を促進することが望

ましい。 

 

５） （略）  

 

③・④  （略） 

 

（４）～（１４） （略） 

 

４．作成手続 

 

（１）多様な関係者から構成される協議会の活用 

 立地適正化計画は、多様な関係者による議論を経て作成・実施さ

指針において当該地区の災害リスクを踏まえた防災・減災対

策を明らかにすることが必要である。 

なお、立地適正化計画に防災指針を定めれば、３）、４）そ

れぞれに掲げる区域を居住誘導区域に含めることが可能にな

るという趣旨ではないことに留意する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５） （略）  

 

③・④  （略） 

 

（４）～（１４） （略） 

 

４．作成手続 

 

（１）多様な関係者から構成される協議会の活用 

 立地適正化計画は、多様な関係者による議論を経て作成・実施さ
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れることが望ましいことから、居住誘導区域等のエリア設定に関す

る事項や、誘導施設整備事業の実施方法、防災指針に基づく取組の

推進体制等立地適正化計画の作成・実施に関する事項等を議論する

場として、都市再生法に基づき市町村都市再生協議会（以下「市町

村協議会」という。）を市町村が単独で又は共同して設置することが

できる。 

市町村協議会に参画することとなる者としては、市町村や都市再

生推進法人等の市町村協議会を組織するまちづくりの主要な担い手

のほか、誘導施設を整備する民間事業者や関係団体、公共交通に係

る交通事業者、災害ハザード情報の提供や関連施設の整備を担う国

や都道府県の治水・砂防部局、住民代表等の様々な関係者が想定さ

れる。また、近隣市町村との連携・調整を図る観点から、広域調整

を行う上で主体的な役割を果たす都道府県や近隣市町村が市町村協

議会に参画することも考えられる。 

 （略） 

 

（２） （略） 

 

５．～７． （略） 

 

Ⅳ－２ 都市計画の内容 

 

Ⅳ－２－１ 土地利用 

れることが望ましいことから、居住誘導区域等のエリア設定に関す

る事項や誘導施設整備事業の実施方法等立地適正化計画の作成・実

施に関する事項等を議論する場として、都市再生法に基づき市町村

都市再生協議会（以下「市町村協議会」という。）を市町村が単独で

又は共同して設置することができる。 

 

市町村協議会に参画することとなる者としては、市町村や都市再生

推進法人等の市町村協議会を組織するまちづくりの主要な担い手の

ほか、誘導施設を整備する民間事業者や関係団体、公共交通に係る

交通事業者、住民代表等の様々な関係者が想定される。また、近隣

市町村との連携・調整を図る観点から、広域調整を行う上で主体的

な役割を果たす都道府県や近隣市町村が市町村協議会に参画するこ

とも考えられる。 

 

 （略） 

 

（２） （略） 

 

５．～７． （略） 

 

Ⅳ－２ 都市計画の内容 

 

Ⅳ－２－１ 土地利用 
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Ⅱ）個別の事項 

 

Ｄ.地域地区 

 

１．～９． （略） 

 

１０．居住調整地域 

 

（１） （略） 

 

（２）居住調整地域の指定の考え方 

また、居住調整地域においては、開発許可制度が適用されて、３

戸以上の住宅の建築目的の開発行為、住宅の建築目的の開発行為で

あってその規模が 1000 ㎡以上のもの、寄宿舎や有料老人ホームな

ど人の居住の用に供する建築物のうち地域の実情に応じて条例で定

めたものの建築目的の開発行為等が規制されることとなる。そのた

め、具体的な区域の設定は市町村が地域の実情に応じて行うもので

あるが、居住調整地域が定められるのは、例えば次のような場合で

あると考えられる。 

① 過去に住宅地化を進めたものの居住の集積が実現せず、空地等

が散在している区域について、今後居住が集積するのを防止し、

将来的にインフラ投資を抑制することを目的として定める場合 

 

Ⅱ）個別の事項 

 

Ｄ.地域地区 

 

１．～９． （略） 

 

１０．居住調整地域 

 

（１） （略） 

 

（２）居住調整地域の指定の考え方 

また、居住調整地域においては、開発許可制度が適用されて、３

戸以上の住宅の建築目的の開発行為、住宅の建築目的の開発行為で

あってその規模が 1000 ㎡以上のもの、寄宿舎や有料老人ホームな

ど人の居住の用に供する建築物のうち地域の実情に応じて条例で定

めたものの建築目的の開発行為等が規制されることとなる。そのた

め、具体的な区域の設定は市町村が地域の実情に応じて行うもので

あるが、居住調整地域が定められるのは、例えば次のような場合で

あると考えられる。 

① 過去に住宅地化を進めたものの居住の集積が実現せず、空地等

が散在している区域について、今後居住が集積するのを防止し、

将来的にインフラ投資を抑制することを目的として定める場合 
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② 工業系用途地域が定められているものの工場の移転により空

地化が進展している区域について、住宅地化されるのを抑制す

ることを目的として定める場合 

③ 非線引き都市計画区域内で、都市の縁辺部の区域について、住

宅開発を抑制し居住誘導区域内など都市の中心部の区域におい

て住宅地化を進めることを目的として定める場合 

④ 区域区分が定められている都市計画区域から流出する形で非

線引き都市計画区域において住宅地化が進んでいる場合におい

て、区域区分が定められている都市計画区域に近接・隣接する

非線引き都市計画区域における住宅地化を抑制することを目的

として定める場合 

⑤ 災害ハザードエリア内の災害リスクが特に高い区域について、

住宅地化されるのを抑制することを目的として定める場合 

 

１１．～２０． （略） 

 

２１．生産緑地地区 

 

１．～８． （略）  

 

９．生産緑地地区に係る税制措置 

 

（１）相続税及び贈与税 

② 工業系用途地域が定められているものの工場の移転により空

地化が進展している区域について、住宅地化されるのを抑制す

ることを目的として定める場合 

③ 非線引き都市計画区域内で、都市の縁辺部の区域について、住

宅開発を抑制し居住誘導区域内など都市の中心部の区域におい

て住宅地化を進めることを目的として定める場合 

④ 区域区分が定められている都市計画区域から流出する形で非

線引き都市計画区域において住宅地化が進んでいる場合におい

て、区域区分が定められている都市計画区域に近接・隣接する

非線引き都市計画区域における住宅地化を抑制することを目的

として定める場合 

 

 

 

１１．～２０． （略） 

 

２１．生産緑地地区 

 

１．～８． （略） 

 

９．生産緑地地区に係る税制措置 

 

（１）相続税及び贈与税 
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祖税特別措置法の一部を改正する法律（平成３年法律第１６号）

により、平成４年１月１日から、特定市街化区域農地等について

は、相続税及び贈与税の納税猶予の特例の適用対象から除くこと

とされているが、生産緑地地区内にある農地（高度化施設用地を

含む。「Ⅳ－２－１ Ⅱ Ｄ．２１．９．生産緑地地区内に係る税

制措置」において同じ。）又は採草放牧地については、都市営農農

地等として、相続税及び贈与税の納税猶予の特例の適用対象とさ

れる。 

なお、都市営農農地等を有する農業相続人については、租税特

別措置法第７０条の６第６項により、相続税の納税猶予期限は、

その死亡の日までとされている。 

また、所得税法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第７

号）により、認定都市農地貸付け、農園用地貸付けのいずれかが行

われた生産緑地地区内にある農地について、相続税の納税猶予の

特例の適用対象となる。あわせて、三大都市圏特定市以外の地域

内における生産緑地地区内にある農地に係る相続税の納税猶予期

限は、都市営農農地等を有する農業相続人の死亡の日（平成３０

年８月３１日以前に相続した生産緑地で、いずれの貸付けも行わ

れない場合には、相続人の死亡の日又は２０年を経過する日のい

ずれか早い日）までとされている。 

 

（２）～（５） （略） 

 

祖税特別措置法の一部を改正する法律（平成３年法律第１６号）

により、平成４年１月１日から、特定市街化区域農地等について

は、相続税及び贈与税の納税猶予の特例の適用対象から除くこと

とされているが、生産緑地地区内にある農地（高度化施設用地を

含む。「Ⅳ－２－１ Ⅱ Ｄ．２０．９．生産緑地地区内に係る税

制措置」において同じ。）又は採草放牧地については、都市営農農

地等として、相続税及び贈与税の納税猶予の特例の適用対象とさ

れる。 

なお、都市営農農地等を有する農業相続人については、租税特

別措置法第７０条の６第６項により、相続税の納税猶予期限は、

その死亡の日までとされている。 

また、所得税法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第７

号）により、認定都市農地貸付け、農園用地貸付けのいずれかが行

われた生産緑地地区内にある農地について、相続税の納税猶予の

特例の適用対象となる。あわせて、三大都市圏特定市以外の地域

内における生産緑地地区内にある農地に係る相続税の納税猶予期

限は、都市営農農地等を有する農業相続人の死亡の日（平成３０

年８月３１日以前に相続した生産緑地で、いずれの貸付けも行わ

れない場合には、相続人の死亡の日又は２０年を経過する日のい

ずれか早い日）までとされている。 

 

（２）～（５） （略） 
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（６）特定生産緑地に係る税制措置 

生産緑地地区に関する都市計画が告示された日から３０年が経

過した生産緑地のうち、特定生産緑地として指定されたものにつ

いては、（１）～（４）と同様の税制措置が講じられる。 

しかし、申出基準日までに特定生産緑地として指定されなかっ

たもの、特定生産緑地の指定の期限が延長されなかったもの及び

特定生産緑地の指定が解除されたものについては、当該税制措置

は適用されない。 

 

①～④ （略） 

 

（７） （略） 

 

２２．・２３． （略） 

 

 

Ｇ．地区計画 

 

１． （略） 

 

２．地区計画の対象となる区域 

 

（１） （略） 

（６）特定生産緑地に係る税制措置 

生産緑地地区に関する都市計画が告示された日から３０年が経

過した生産緑地のうち、特定生産緑地として指定されたものにつ

いては、（１）～（４）と同様の税制措置が講じられる。 

しかし、申出基準日までに特定生産緑地として指定されなかっ

たもの、特定生産緑地の指定の期限が延長されなかったもの及び

申出基準日以後に特定生産緑地の指定が解除されたものについて

は、当該税制措置は適用されない。 

 

①～④ （略） 

 

（７） （略） 

 

２２．・２３． （略） 

 

 

Ｇ．地区計画 

 

１． （略） 

 

２．地区計画の対象となる区域 

 

（１） （略） 
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（２）地区計画の対象区域について 

 

①～③ （略） 

 

④ 地区計画を策定しようとする区域内の土地について、他の法

令による土地利用に関する規定又は土地利用の規制がある場合

には、それらの規定又は規制との整合性を取る観点から、以下

の点によることが望ましい。 

1)～4) （略） 

5) 用途地域が定められていない区域における地区計画の区域

には、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律（昭和

４６年法律第１１２号）に規定する産業導入地区を含まない

ことが望ましいが、立地上やむを得ず市街化調整区域内に産

業導入地区を設定する場合は、同法第５条の実施計画と調和

を図った上で、地区計画を活用することも考えられる。 

6)～10) （略） 

 

３．地区計画の都市計画において決定すべき事項 

 

（１）・（２） （略） 

 

（３）再開発等促進区 

 

（２）地区計画の対象区域について 

 

①～③ （略） 

 

④ 地区計画を策定しようとする区域内の土地について、他の法

令による土地利用に関する規定又は土地利用の規制がある場合

には、それらの規定又は規制との整合性を取る観点から、以下

の点によることが望ましい。 

1)～4) （略） 

5) 用途地域が定められていない区域における地区計画の区域

には、農村地域工業等導入促進法（昭和４６年法律第１１２

号）に規定する工業等導入地区を含まないことが望ましいが、

立地上やむを得ず市街化調整区域内に工業等導入地区を設定

する場合は、同法第５条の実施計画と調和を図った上で、地

区計画を活用することも考えられる。 

6)～10) （略） 

 

３．地区計画の都市計画において決定すべき事項 

 

（１）・（２） （略） 

 

（３）再開発等促進区 
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① （略） 

 

② 基本的な考え方 

 

1) 区域の規模及び形状 

a・b （略） 

c 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に基づく

産業導入地区のうち導入すべき産業の業種が工業系である

地区、工場立地法第２条第１項の規定に基づく工場適地並

びに現に工場が立地し、又は立地することが確実なおおむ

ね１ｈａ以上の一団の土地の区域で今後相当期間にわたっ

て工場として利用されることが見込まれるものについて

は、これらを再開発等促進区の区域に含めるべきでない。 

d・e （略） 

2)～5) （略） 

③ （略） 

 

（４） （略） 

 

４．～９． （略） 

 

Ｈ．防災街区整備地区計画等（法第１２条の４関係） 

 

① （略） 

 

② 基本的な考え方 

 

1) 区域の規模及び形状 

a・b （略） 

c 農村地域工業等導入促進法に基づく工業等導入地区、工場

立地法第２条第１項の規定に基づく工場適地並びに現に工

場が立地し、又は立地することが確実なおおむね１ｈａ以

上の一団の土地の区域で今後相当期間にわたって工場とし

て利用されることが見込まれるものについては、これらを

再開発等促進区の区域に含めるべきでない。 

 

d・e （略） 

2)～5) （略） 

③ （略） 

 

（４） （略） 

 

４．～９． （略） 

 

Ｈ．防災街区整備地区計画等（法第１２条の４関係） 
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１．～３． （略） 

 

４．集落地区計画 

（集落法第５条第１項関連） 

 

（１） （略） 

 

（２）基本的な考え方 

 

① 区域の規模及び形状 

1）～12) （略） 

13）その他集落地区計画の区域を定めるに当たっては、次の諸

点に留意すべきである。 

a・b （略） 

c 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律（昭和４６

年法律第１１２号）に規定する産業導入地区を含まないこ

とが望ましいが、同法第５条の実施計画と調和が図られる

のであれば、これを含めることも考えられる。 

d 工場用地にあっては、既に工場が立地している用地、工場

の立地が決まっている用地又は地域に密着した工場の受け

皿としての用地等があって、２ｈａ未満（集落地区計画を

定める土地の区域が、農村地域への産業の導入の促進等に

 

１．～３． （略） 

 

４．集落地区計画 

（集落法第５条第１項関連） 

 

（１） （略） 

 

（２）基本的な考え方 

 

① 区域の規模及び形状 

1）～12) （略） 

13）その他集落地区計画の区域を定めるに当たっては、次の諸

点に留意すべきである。 

a・b （略） 

c 農村地域工業等導入促進法（昭和４６年法律第１１２号）

に規定する工業等導入地区を含まないことが望ましいが、

同法第５条の実施計画と調和が図られるのであれば、これ

を含めることも考えられる。 

d 工場用地にあっては、既に工場が立地している用地、工場

の立地が決まっている用地又は地域に密着した工場の受け

皿としての用地等があって、２ｈａ未満（集落地区計画を

定める土地の区域が、農村地域工業等導入促進法第２条の
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関する法律第２条の農村地域以外の地域で、かつ、当該区

域が属する市町村において当該区域以外の市街化調整区域

に工業団地が存しない場合においては、５ｈａ未満）の用

地のみ含まれるものとすること。 

e～j （略） 

 

②・③ （略） 

 

（３） （略） 

 

 

Ⅳ－２－４ 立地適正化計画に基づく措置 

 

Ｂ．居住誘導区域に係る措置 

 

Ｂ－５．届出、勧告及び公表 

１．届出、勧告及び公表に関する基本的な考え方 

（１） （略） 

 

（２）届出の時期及び届出に対する市町村の対応 

届出制は、市町村が居住誘導区域外における住宅開発等の動きを

把握するために設けられているものであるため、開発行為等に着手

する３０日前までに行うこととされている。 

農村地域以外の地域で、かつ、当該区域が属する市町村に

おいて当該区域以外の市街化調整区域に工業団地が存しな

い場合においては、５ｈａ未満）の用地のみ含まれるもの

とすること。 

e～j （略） 

 

②・③ （略） 

 

（３） （略） 

 

 

Ⅳ－２－４ 立地適正化計画に基づく措置 

 

Ｂ．居住誘導区域に係る措置 

 

Ｂ－５．届出及び勧告 

１．届出及び勧告に関する基本的な考え方 

（１） （略） 

 

（２）届出の時期及び届出に対する市町村の対応 

届出制は、市町村が居住誘導区域外における住宅開発等の動きを

把握するために設けられているものであるため、開発行為等に着手

する３０日前までに行うこととされている。 
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また、こうした情報把握という届出制の目的に鑑みると、届出を

受けた市町村は次の①から④のような対応をとることが考えられ

る。 

① 届出をした者に対して、必要な場合には当該区域内における

居住の誘導のための施策に関する情報提供等を行うこと。 

② 届出内容通りの開発行為等が行われると、何らかの支障が生

じると判断した場合には、 

イ 規模を縮小するよう調整する、又は、当該開発区域が含ま

れる居住誘導区域外の区域のうち別の区域において行うよう

調整する等の措置を講じること。 

ロ 居住誘導区域内において行うよう調整する、又は、開発行

為自体を中止するよう調整する等の措置を講じること。 

③ ②のような調整が不調に終わった場合には、届出をした者に

対して、開発規模の縮小や居住誘導区域内への立地等を勧告し、

さらに必要な場合には居住誘導区域内の土地の取得についての

あっせん等を行うこと（都市再生法第８８条第３項及び第４

項）。 

④ 届出が災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険

区域、土砂災害特別警戒区域及び浸水被害防止区域に係るもの

であって、③の勧告を受けた者がこれに従わなかったときに、

その旨を公表すること（都市再生法第８８条第５項）。 

なお、勧告を行うか否かについては、市町村が適切に判断するも

のであるが、特に居住誘導区域から離れた地域で住宅開発を行おう

また、こうした情報把握という届出制の目的に鑑みると、届出を

受けた市町村は次の①から③のような対応をとることが考えられ

る。 

① 届出をした者に対して、必要な場合には当該区域内における

居住の誘導のための施策に関する情報提供等を行うこと。 

② 届出内容通りの開発行為等が行われると、何らかの支障が生

じると判断した場合には、 

イ 規模を縮小するよう調整する、又は、当該開発区域が含ま

れる居住誘導区域外の区域のうち別の区域において行うよう

調整する等の措置を講じること。 

ロ 居住誘導区域内において行うよう調整する、又は、開発行

為自体を中止するよう調整する等の措置を講じること。 

③ ②のような調整が不調に終わった場合には、届出をした者に

対して、開発規模の縮小や居住誘導区域内への立地等を勧告し、

さらに必要な場合には居住誘導区域内の土地の取得についての

あっせん等を行うこと（都市再生法第８８条第３項及び第４

項）。 

 

 

 

 

なお、勧告を行うか否かについては、市町村が適切に判断するも

のであるが、特に居住誘導区域から離れた地域で住宅開発を行おう
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とする場合や、④の区域に係る届出があった場合など、居住誘導区

域への住宅立地の誘導に支障を来す場合には、原則として勧告を行

うべきであり、具体的な勧告基準を定めるなど適切に運用すること

が望ましい。 

また、公表を行うか否かについても市町村が適切に判断するもの

であるが、当該届出に係る行為を業として行うものではない場合や

④の区域が解除されることが確実と見込まれる場合を除き、勧告に

従わない場合には原則として公表を行うことが望ましい。  

公表の手続は、届出様式に記載された届出者の主たる事業所の所

在地と名称、開発区域に含まれる地域の名称等及び勧告の内容につ

いて、添付された図面と併せ、市町村のウェブサイトに掲載するこ

とをもって行うことが考えられる。 

公表した場合には、当該公表がなされた新築住宅に係る固定資産

税の減額措置が適用除外となるなど、公表した事実の情報を必要と

する部局が存在するため、公表した旨を必要な部局間で共有するこ

とが望ましい。また、新築住宅に係る固定資産税の減額措置が適用

除外となる旨は、勧告する際に届出者に伝達するとともに、公表に

至った場合には公表内容に併せてウェブサイトに掲載することが望

ましい。 

 

２． （略）  

 

 

とする場合など、居住誘導区域への住宅立地の誘導に支障を来す場

合には、原則として勧告を行うべきであり、具体的な勧告基準を定

めるなど適切に運用することが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． （略）  
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Ⅳ－３ 開発許可制度について 

 

Ⅳ－３－１ 総論 

 

１．～２． （略） 

 

３．市街化調整区域における開発許可の在り方 

市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされ（法第７条第

３項）、市街化調整区域において許可し得る開発行為は法第３４条各

号において限定されている。また、原則として用途地域の指定は行

われず、都市施設の整備、市街地開発事業の実施も予定されない。

なお、こうした性格づけの市街化調整区域の中であっても、既存の

集落等において最低限必要と認められる開発はあることから、法第

３４条は、保全することが適当な区域など厳しく許可基準を運用す

ることが求められる区域を除き、地域の実情によっては、市街化を

促進するおそれがなく市街化区域内において行うことが困難又は著

しく不適当と認められる開発行為や、地区計画等を策定した上でこ

れに適合した開発行為については、個別に許可を行う場合もある。 

これは、市街化調整区域においては、災害の発生のおそれのある土

地の区域、優良な集団農地など長期にわたり農用地として保存すべ

き土地の区域及び優れた自然の風景を維持する等のため保全すべき

土地の区域については開発による新たな市街化を許容すべきでない

が、都市計画区域マスタープラン等を踏まえ、区域によっては、計

Ⅳ－３ 開発許可制度について 

 

Ⅳ－３－１ 総論 

 

１．～２． （略） 

 

３．市街化調整区域における開発許可の在り方 

市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされ（法第７条第

３項）、市街化調整区域において許可し得る開発行為は法第３４条各

号において限定されている。また、原則として用途地域の指定は行

われず、都市施設の整備、市街地開発事業の実施も予定されない。

なお、こうした性格づけの市街化調整区域の中であっても、既存の

集落等において最低限必要と認められる開発はあることから、法第

３４条は、保全することが適当な区域など厳しく許可基準を運用す

ることが求められる区域を除き、地域の実情によっては、市街化を

促進するおそれがなく市街化区域内において行うことが困難又は著

しく不適当と認められる開発行為や、地区計画等を策定した上でこ

れに適合した開発行為については、個別に許可を行う場合もある。 

これは、市街化調整区域においては、優良な農地等、優れた自然

環境を有する区域、災害の発生のおそれがある区域その他の保全す

ることが適当な区域については開発による新たな市街化を許容すべ

きでないが、都市計画区域マスタープラン等を踏まえ、区域によっ

ては、計画的で良好な開発行為、市街化調整区域内の既存コミュニ
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画的で良好な開発行為、市街化調整区域内の既存コミュニティの維

持や社会経済情勢の変化への対応、既成市街地の空洞化といった事

項を勘案し必要性が認められる開発行為等で、更なる市街化を促進

するおそれがないと認められるものについては開発を許可しても差

し支えないという考え方に基づくものである。 

（略） 

 

４．～６． （略） 

 

Ⅳ－３－２ 一般的事項 

 

１．～４． （略） 

 

５．居住誘導区域外における届出制との調整 

都市再生法第８８条に基づく届出制及び開発許可の双方が適用さ

れる場合、開発行為を行おうとする者は、通常届出を行った上で立

地適正化計画関係部局と相談しつつ開発許可申請を行うことが想定

されるが、開発許可申請のみが先行してなされた場合には、申請を

受けた開発許可権者は、市町村への届出も必要である旨を教示し、

開発許可処分が届出への対応に先行することのないよう、立地適正

化計画関係部局と十分連絡調整を行うことが望ましい。 

特に、居住調整地域に係る特定開発行為は開発許可の対象となる

が、居住調整地域は居住誘導区域外に定められることから、居住調

ティの維持や社会経済情勢の変化への対応、既成市街地の空洞化と

いった事項を勘案し必要性が認められる開発行為等で、更なる市街

化を促進するおそれがないと認められるものについては開発を許可

しても差し支えないという考え方に基づくものである。 

 

（略） 

 

４．～６． （略） 

 

Ⅳ－３－２ 一般的事項 

 

１．～４． （略） 

 

５．居住誘導区域外における届出制との調整 

都市再生法第８８条に基づく届出制及び開発許可の双方が適用さ

れる場合、開発行為を行おうとする者は、通常届出を行った上で立

地適正化計画関係部局と相談しつつ開発許可申請を行うことが想定

されるが、開発許可申請のみが先行してなされた場合には、申請を

受けた開発許可権者は、市町村への届出も必要である旨を教示し、

開発許可処分が届出への対応に先行することのないよう、立地適正

化計画関係部局と十分連絡調整を行うことが望ましい。 

特に、居住調整地域に係る特定開発行為は開発許可の対象となる

が、居住調整地域は居住誘導区域外に定められることから、居住調
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整地域において特定開発行為を行おうとする場合には、届出制と開

発許可の双方が適用されることとなる。この場合には、届出への対

応と開発許可に係る処分との間で齟齬をきたさないように、開発許

可部局は立地適正化計画関係部局と十分連絡調整を行うことが望ま

しい（具体的には、「Ⅳ－２－４．Ｂ－５．２．開発許可との関

係」を参照）。 

このほか、市街化調整区域を含む都市計画区域内に居住誘導区域

が定められた場合で、当該市街化調整区域内においてⅣ－２－４．

Ｂ－５．１．（１）①から③のいずれかに該当する開発行為を行お

うとする場合にも、届出制と開発許可の双方が適用されることとな

る。この場合にも、上記と同様に、立地適正化計画関係部局と開発

許可部局は届出への対応と開発許可に係る処分との間で齟齬をきた

さないように配慮することが望ましい。 

（略） 

 

６．～１０． （略） 

 

整地域において特定開発行為を行おうとする場合には、届出制と開

発許可の双方が適用されることとなる。この場合には、届出への対

応と開発許可に係る処分との間で齟齬をきたさないように、開発許

可部局は立地適正化計画関係部局と十分連絡調整を行うことが望ま

しい（具体的には、「Ⅳ－２－４．Ｂ－３．２．開発許可との関

係」を参照）。 

このほか、市街化調整区域を含む都市計画区域内に居住誘導区域

が定められた場合で、当該市街化調整区域内においてⅣ－２－４．

Ｂ－３．１．（１）①から③のいずれかに該当する開発行為を行お

うとする場合にも、届出制と開発許可の双方が適用されることとな

る。この場合にも、上記と同様に、立地適正化計画関係部局と開発

許可部局は届出への対応と開発許可に係る処分との間で齟齬をきた

さないように配慮することが望ましい。 

（略） 

 

６．～１０． （略） 

 

 


